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～県アレルギー疾患対策推進計画P12（抜粋）～

【１】 施策の柱１ ≪発症・重症化の予防や症状の軽減のための取組みの推進≫について

県アレルギー事業
令和６年度実績及び令和７年度計画について ※詳細は資料３ー２をご確認ください
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県アレルギー事業
令和６年度実績及び令和７年度計画について ※詳細は資料３ー２をご確認ください

令和６年度 内容・実績 令和７年度 取組予定 所管

ホームページによる情報提供 ホームページによる情報提供

引き続き、研修会や協議会の開催周知、その他必要な情報に
ついて、迅速かつ明確な情報提供を実施

アレルギー疾患対策講演会の開催 全１回
（３月開催予定）

アレルギー疾患対策講演会の開催

（１）アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及

【１】 施策の柱１ ≪発症・重症化の予防や症状の軽減のための取組みの推進≫について
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（２）生活環境におけるアレルゲン等を軽減するための取組み

・花粉着花量調査、食品表示・アレルゲン調査、大気汚染監視とディーゼル規制等 継続実施

（３）生活スタイルの改善のための取組み

・受動喫煙防止、卒煙（禁煙）サポート 継続実施、新規ストレスチェックサイトの開設に向けて準備
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【２】 施策の柱２ ≪適切な医療を受けられる体制の整備≫について

～県アレルギー疾患対策推進計画P12（抜粋）～

県アレルギー事業
令和６年度実績及び令和７年度計画について ※詳細は資料３ー２をご確認ください
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【２】 施策の柱２ ≪適切な医療を受けられる体制の整備≫について

（１）アレルギー疾患医療を提供する体制の整備

令和６年度 内容・実績 令和７年度 取組予定 所管

アレルギー疾患対策推進協議会の開催 アレルギー疾患対策推進協議会の開催（１～２回程度を予定）

令和５年度実施の調査結果を基にアレルギー疾患
の症状ごとに受診可能な診療所一覧を作成しHP上
で公開。

アレルギー疾患の症状ごとに受診可能な診療所一覧をHPにて公
開。
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（２）専門的な知識及び技能を有する医師・医療従事者の育成

令和６年度 内容・実績 令和７年度 取組予定 所管

医師・医療従事者向け講習会 全１回
（２月開催予定）

医師・医療従事者向け講習会
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県アレルギー事業
令和６年度実績及び令和７年度計画について ※詳細は資料３ー２をご確認ください
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【３】 施策の柱３ ≪アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり≫について

～県アレルギー疾患対策推進計画P12（抜粋）～

県アレルギー事業
令和６年度実績及び令和７年度計画について ※詳細は資料３ー２をご確認ください
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【３】 施策の柱３ ≪アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり≫について

（１）アレルギー疾患患者に関わる者の人材育成

令和６年度 内容・実績 令和７年度 取組予定 所管

・食物アレルギー緊急時対応研修会 ４回開催
・アレルギー疾患患者等の支援者研修会 ２回開催
【対象】：保健師等行政職員、教員、保育士、 学童保育等指導員、

救急隊員 等

・食物アレルギー緊急時対応研修会 ４回開催
・アレルギー疾患患者等の支援者研修会 ２回開催 健康

医療局

・保育エキスパート等研修（食育・アレルギー分野）の実施
【対象】：保育所等に勤務する者

・保育エキスパート等研修（食育・アレルギー分野）
福祉子ども
みらい局

・食物アレルギー緊急時対応研修会 ２回開催
【対象】：教職員・学校保健関係者
・学校栄養職員研修講座 ２回開催
・校内研修用エピペントレーナー貸出 等

・食物アレルギー緊急時対応研修会
・学校栄養職員研修講座
・校内研修用エピペントレーナー貸出 等

教育局

県アレルギー事業
令和６年度実績及び令和７年度計画について ※詳細は資料３ー２をご確認ください
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【３】 施策の柱３ ≪アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり≫について

（２）連携協力体制・相談窓口の案内

令和６年度 内容・実績 令和７年度 取組予定 所管

学校向け相談会
（相談受付期間：４月～２月）

学校向け相談会
（相談受付期間：未定）

ホームページによる相談窓口、患者団体の情報提供 ホームページによる相談窓口、患者団体の情報提
供
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（３）災害時の対応

・「避難所マニュアル策定指針」中の被災時の避難者へのアレルギー対応の推進、日頃の備えについて周知啓発 継続実施

県アレルギー事業
令和６年度実績及び令和７年度計画について ※詳細は資料３ー２をご確認ください


